
第１号議案令和 7 年度事業報告（梅田副会長）（案） 

 

（議長より、「第１号議案令和 7 年度事業報告承認の件について、梅田副会

長お願いします。」のアナウンス後、登壇下さい。） 

 

令和 7 年度の事業報告を行います。お手元の議案書 1 ページと 2 ページをご

覧ください。 

 

・通常総会を６月 17 日京王プラザホテル八王子において、開催しました。 

上程議案は、記載のとおりです。参加者は、ご来賓を含め 88 名でした。 

 

・総会には大貫全法連青連協会長、小林東法連青連協会長にもご臨席を頂きまし

た。 

 

・健康経営大会を 10 月 22 日にフォレストアドベンチャー御殿場及び箱根湯本温

泉河鹿荘にて開催いたしました。あわせて研修・交流事業を行い参加人員は 23 名

です。 

 

・部会長会議兼ねて役員会議を 5 月及び 3 月に開催し、三法連青連協事業の運

営についての審議を行いました。 

 

・全法連及び東法連事業への参加状況等は、記載のとおりです。 

 

以上で、令和 7 年度事業報告を終わります。 

  



第２号議案令和 7 年度収支決算（井草副会長）（案） 

 

（議長より、「第２号議案令和 7 年度収支決算承認の件について、井草副会

長お願いします。」のアナウンス後、登壇下さい。） 

 

令和 7 年度の収支決算報告を行います。お手元の議案書３ページをご覧くだ

さい。決算額のみ報告します。 

○収入の部ですが、 

・会費収入は、 56 万 0,000 円 

・特別会費収入は、 総会費の 101 万 4,000 円 

健康経営大会の 90 万 0,000 円 

部会長会兼ねて役員会費の 45 万 0,000 円 

・雑収入は、祝儀及び預金利息の 16 万 5,565 円 

・当期の収入合計は、  308 万 9,565 円となりました。 

これに、前期の繰越金 85 万 0,529 円を加えた 394 万 0,094 円が収入合計額 

となり、予算額より 50 万 7,565 円の増となりました。 

 

○次に支出の部です。 

・会議費は、総会費用に 121 万 2,321 円 

講師謝礼等に 23 万 1,000 円 

部会長会兼ねて役員会費に 44 万 2,800 円 

・事業費は、健康経営大会費に 111 万 9,740 円 

・旅費交通費と通信費は、 1,810 円 

・雑費は、 1,870 円で 

・当期の支出合計は、 300 万 9,541 円となりました。 

・当期の収支差額は、 プラス 8 万 0,024 円となり、 

次期繰越額は、特別事業基金の 85 万円を含め 93 万 0,553 円となりました。 

以上で、令和 7 年度決算報告を終わります。 

  



令和 7 年度会計監査報告（木目田監事）（案） 

 

（議長より、「会計監査報告は、町田 木目田監事お願いします。」のアナウ

ンス後、登壇下さい。） 

 

監事の木目田です。監事を代表して、令和 7 年度の監査報告を行います。 

お手元の議案書４ページを合せてご覧ください。 

令和 7 年度の決算報告に関し、令和 7 年度の事業と収支計算書等の会計帳簿

及び通帳を確認しましたが、当該年度に係る事業報告と会計書類に誤りや規約

に違反する事実等はなく、適正に処理されておりました。 

以上で監査報告を終わります。 

  



第３号議案令和 8 年度事業計画（案）（早坂副会長）（案） 

 

（議長より、「第３号議案令和 8 年度事業計画（案）承認の件について、早坂

副会長お願いします。」のアナウンス後、登壇下さい。） 

 

令和 8 年度の事業計画（案）について、上程します。お手元の議案書５ページ

をご覧ください。 

・先ず、活動の基本方針ですが、地域社会の発展、会員企業の支援、経済活動

の促進、健全な経営環境の整備を基本理念とし、特に健康経営の推進と租税教

育の充実を重要な柱として、企業と地域が協力しながら持続可能で活力ある社

会の創造を目指します。 

そのために、企業の健全な経営環境を整え、従業員の健康管理を強化するこ

とで生産性向上と働きやすい環境づくりを支援し、地域全体の健康増進に貢献

します。 

また、租税教育を積極的に展開し、地域の子どもたちや企業経営者が税の重

要性を理解し、公正で持続可能な経済の発展につながる知識を深める機会を提

供します。 

これにより、健全な企業活動と社会貢献を両立させ、地域経済の発展と企業

の持続的な成長を支える法人会としての役割を果たしていきます。 

 

・次に事業計画ですが、 

会議としては、効率的且つ効果的な運営及び活動に関する情報の交換を目的

に、部会長会議及び役員会を 9 月及び 2 月に開催します、 

・具体的な事業としては、通常総会の開催を次年度 6 月頃、健康経営に関す

る事業を 11 月に開催します。 

・更に、全法連や東法連の事業にも積極的に参加します。 

特に、全法連青年部会の新しい取り組みである「財政健全化のための健康経

営プロジェクト」に積極的に取り組みたいと考えております。 

 

以上が、令和 8 年度事業計画（案）となります。 

  



第４号議案令和 8 年度収支予算（案）（水谷副会長）（案） 

 

（議長より、「第４号議案令和 8 年度収支予算案承認の件について、水谷副

会長お願いします。」のアナウンス後、登壇下さい。） 

 

令和 8 年度の収支予算（案）の上程を行います。お手元の議案書６ページを

ご覧ください。予算額のみ読み上げます。 

○収入の部ですが、 

・会費収入は、 ５６万 0,000 円 

・特別会費収入は、総会費・研修会費・健康経営大会費・役員会費を合わせて、 

 195 万 2,000 円 

・雑収入は、 ７万 0,000 円とし、 

・当期の収入合計を 258 万 2,000 円で見積もっております。 

これに、前期の繰越金 93 万 0,553 円を加えた 

 351 万 2,553 円を収入予算額としております。 

 

○次に支出の部です。 

・会議費として、本日の総会費とアトラクション費及び役員会費の 

 198 万 0,000 円 

・事業費として、健康経営大会費用の 64 万 0,000 円 

・旅費交通費と通信費を １万 0,000 円 

・雑費を 1万0,000円と見積もっております。 

・予備費ですが、 

今後の青連協の特別事業等費用として 85 万 0,000 円、 

  今年度分の予備費として、 2 万 2,553 円を計上し、 

・当期の支出合計は、収入合計と同じ 351 万 2,553 円です。 

昨今の物価上昇に伴う会議開催経費の増加により前年度予算額より、 

 8 万 0,024 円のプラスで計画してお

ります。 

 

以上が、令和 8 年度収支予算（案）となります。 


